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令和 7年度 第 8回 東区自治協議会 議事概要 

開催日時 令和 8年 1月 29日（木）午後 3時から午後 3時 40分 

会場 東区プラザ ホール 

出席者 【委員】 

佐藤（敦）委員、木村委員、椎谷委員、関根委員、小嶋委員、長谷川（徳）委員、 

稲田委員、佐藤（清）委員、松川委員、月岡委員、佐藤（美）委員、大澤委員、 

大野（裕）委員、佐藤（恵）委員、関塚委員、野口委員、長谷部委員、樋口委員、 

行田委員、脇屋委員、大野（誠）委員、津野委員、長谷川（瑞）委員、山田委員、 

吉田委員、倉田委員、塩原委員、生野委員 

計 28名 

〔欠席：近藤委員、新井委員〕 

【事務局】 

（区役所） 

野本区長、岩浪副区長（総務課長）、枝並地域課長、金子区民生活課長、 

星野健康福祉課長、本間保護課長、野沢建設課長補佐、 

澁谷東区教育支援センター所長、青柳中地区公民館長、地域課職員 
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（佐藤会長） 

これより、令和 7年度第 8回東区自治協議会を開会します。はじめに、区長より一言

ごあいさつをお願いします。 

 

（野本区長） 

皆様、こんにちは。年も明けまして、今年最初の東区自治協議会です。本年もよろし

くお願いします。 

先ほどの教育ミーティングでは、お疲れ様でした。話の中に、20％が部活に入ってな

いという話がありましたが、実は私の娘も中学 2年生で、部活に入ってない 20％のうち

の一人だなと改めて感じたところです。娘の通っている中学校の部活は、私が中学校の

ときよりもだいぶ種目も減っていて、自分のやりたいものがないということで、結局入

らずに個人的に習っている状況です。4 月からは受験生となりますので、本人はもう辞

めようかなと言っていますが、お子さんを持っている保護者の方は、いろいろと制度の

変わり目で心配だろうなと、本当に私も感じているところです。 

国も今は慌ただしくなっておりまして、先週の金曜日に衆議院が解散し、昨日から期

日前投票が始まりました。新潟市も入場券を準備して、今週の頭には皆様に届くように

手配はしましたが、この中でまだ届いてない方はいらっしゃいますか。皆さん届いてい

ますかね、よかったです。 

期日前投票で気をつけていただきたいのは、あくまでも「衆議院の期日前投票」が昨

日から始まっているのであって、「国民審査」は 2 月 1 日の日曜日からとなります。紛

らわしくて、皆様にご迷惑をおかけしますが、お間違いのないようにお願いします。 

なお、昨年 7月の参議院選挙の時には、東区では市内で初めて商業施設で期日前投票

を行いましたが、衆議院は今回のようにいつ解散するかがわからないため、事前に準備
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ができません。そのため、今回はイオン東で期日前投票は行っておりません。こちらも

お間違いのないようお願いします。 

それでは、第 8回東区自治協議会を開催します。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

引き続き、議事に入ります前に、事務局から報告と確認をさせていただきます。本日

は近藤委員、新井委員から欠席の連絡をいただいていますが、出席者数が「新潟市区自

治協議会条例第 9条第 2項」の規定に達していますので、本会議は成立しています。 

また、報道関係者から取材の申し出があった場合は許可してよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、そのようにさせていただきます。 

ここで資料の確認をします。本日の資料は、次第、資料１－１から資料１－４と参考

資料となります。資料は全て机上配布となっていますので、ご確認をお願いします。不

足がございましたらお知らせください。 

それでは、佐藤会長より議事進行をお願いします。 

 

（佐藤会長） 

年が明けまして、国内外ともに流動的な大きいニュースが飛び込んできています。そ

んな混乱の中ではありますが、東区民、新潟市民のために、この区自治協議会を通して、

いろいろな提言なり活動をしていきたいと思っていますので、今年もよろしくお願いし

ます。 

それでは、議事を進めたいと思います。 

はじめに２．自治協議会関連事項（１）各部会報告です。市民協働部門の第 1部会か

ら報告をお願します。 

 

（大野（誠）委員） 

令和 7年度第 8回東区自治協議会第 1部会は、令和 7年 12月 12日金曜日午前 10時

から、東区プラザ音楽練習室 2にて行われました。出席者は記載のとおりです。 

1.第 10期自治協議会提案事業について 

（1)事前配付ワークシートの共有 

ワークシートの内容を共有し、クリアファイルに掲載する内容や配付する対象

者について意見交換を行いました。 

（2)配布対象の検討 

配布対象をどのように絞るかを再度検討しまして、ファイルを 2 種類制作する

こととしました。16歳以上の大人向けを対象としたファイルと、高齢者向けのフ

ァイルとしました。スマートフォンを見ながら運転したり、逆走したり、傘をさ

して運転したりと、マナーがわかっていない事例があるため、一目で駄目なこと

がわかるファイルにしたらよいと思うという意見も出ました。 
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（3)今後のスケジュール検討 

今後のスケジュールとして、クリアファイルのデザイン、イラストをどのよう

な形でまとめるかということを、検討していく予定です。 

 

続いて、令和 7年度第 9回東区自治協議会第 1部会は、令和 8年 1月 9日金曜日午前

10時から、東区プラザ音楽練習室 2にて行われました。出席者は記載のとおりです。 

1.第 10期自治協議会提案事業について 

（1)啓発用既存品の選定 

令和 7 年度中にクリアファイルを制作し、来年度早々に啓発活動ができればよ

いと思っていたのですが、もう今年度も終盤なこともあり、制作は令和 8 年度に

行うこととしました。そして、クリアファイルと一緒に配付するチラシやリーフ

レットなどについて、東区総務課で配布しているものを参考に選定を行いました。

結果、自転車に対する道路交通法改正に関するリーフレットと自転車の右側通行

禁止を呼びかけるポケットティッシュと除菌ウェットティッシュに決まりまし

た。 

（2)クリアファイルのターゲット選定 

制作する 2 種類のクリアファイルについて、それぞれ内容の選定を行うため、

事務局案を確認しました。そして、制作するクリアファイルは、区内の高校や大

学への配付を想定した若年層向けと地域の茶の間や老人クラブへの配付を想定し

た中高年向けとし、2グループに分かれて検討をすることとしました。 

（3)グループワーク（掲載内容決め） 

2 グループに分かれて、クリアファイルに掲載したい内容やデザイン、レイア

ウトについて検討をしました。いろいろな意見が出まして、クリアファイルの方

向性を決めて、全体イメージをまとめました。 

次回の開催日は、2 月 6日金曜日午後 2時から、東区プラザ音楽練習室 2にて行いま

す。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、何かご意見やご質問いかが

でしょうか。 

 

（行田委員） 

第 1部会では、今年度にクリアファイルを制作する予定だったようですが、来年度の

活動内容は決まっているのでしょうか。 

 

（大野（誠）委員） 

具体的な配付方法はこれから検討ですが、来年度 4月のなるべく早い時期から制作し

たクリアファイルを配付したいと思っていたところです。もっと早くからクリアファイ

ルの検討を始めていれば間に合ったかもしれないのですが、より良いクリアファイルを

制作したいため、もう少し検討の時間を設けることにしました。 
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（佐藤会長） 

そのほかにご意見、ご質問等はございますか。 

それでは、福祉・教育・文化部門の第 2部会から報告をお願いします。 

 

（関根委員） 

部会長が都合で欠席をしたため、副部会長から報告します。 

令和 7 年度第 8 回東区自治協議会第 2 部会は、令和 7 年 12 月 11 日木曜日午後 2 時

30分から、東区プラザ音楽練習室 2にて行われました。出席者は記載のとおりです。 

1.第 10期自治協議会提案事業について 

（1)前回の振り返り等について 

前回の活動内容について事務局より説明があり、振り返りを行いました。また、

令和 7年度の予算の執行について検討を行いました。 

（2)イベント企画・制作する冊子等の意見交換 

イベントと冊子の編集班の 2 つに分かれて活動を始めています。班ごとにグルー

プワークを行い、その後全体で意見交換を行いました。イベント班は、令和 8年 11

月に東区プラザと区役所エントランスホールで、建物全体を活用してイベントが行

えたらいいなという意見が出ました。こどもと高齢者が一緒に楽しめるような、ダ

ンスを踊ったり、あるいは縁日のような雰囲気を作ってそこで楽しめるような企画

を考えたり、懐かしい写真などを提供してもらったらどうかという意見が出ました。

冊子の編集班は、地域や団体等の子どもと高齢者の交流に関する活動を紹介できる

といいなという意見が出ました。 

意見交換の結果、イベントは令和 8年 11月 29日日曜日に、東区プラザと区役所

で開催することにしました。イベントのテーマは、高齢者にとっては懐かしい気持

ち、こどもにとっては新鮮な気持ちで楽しめる「レトロ」としました。また、制作

する冊子の検討のため、区内の小中特別支援学校にアンケート調査を実施すること

にしました。アンケート調査は 1 月末を締め切りとし、すでに回答の依頼をしまし

た。 

 

続いて、令和 7 年度第 9 回東区自治協議会第 2 部会は、令和 8 年 1 月 8 日木曜日 12

時から、出雲崎レトロミュージアムにて行われました。出席者は記載のとおりです。 

1.第 10期自治協議会提案事業について 

（1)出雲崎レトロミュージアムの視察及び質疑応答 

12月の第 2部会で、イベントのテーマが「レトロ」に決まったため、実際に昭和

レトロをテーマにした出雲崎レトロミュージアムに視察に行き、館長から話を伺い

しました。レトロミュージアムには貸切バスで移動し、移動中の車内で意見交換を

行いました。 

ミュージアムは、館長が 30 年近くかけて集めた展示品が多く展示されていまし

た。また、実際に触って楽しめる展示品が多く、ゲーム機や自販機など、当時のま

ま稼働していました。ガラスケース越しではなく、来館者に実際に触って体験して

もらえるよう、館長が 3D プリンターなどで部品をつくり修理するなど努力されて
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おり、感銘しました。 

参加した委員からは、実際に見るだけでなく、体験することで伝わる魅力があっ

た。第 2 部会で開催するイベントでは、射的などの参加者が体験できるようなレト

ロ要素を取り入れたらいいのではないか。出雲崎レトロミュージアムとコラボレー

ションできるとよいのではないか。イベントではチケットを配って、レトロ要素の

体験や駄菓子などの交換ができるとよいなどの意見が出されました。 

なお、出雲崎レトロミュージアムは 2月 1日で閉館が決まっており、閉館後の運

営については未定のようですが、何かしらの形で関われたらいいなと思っています。 

次回の開催日は、2月 12日木曜日午後 2時 30分から、東区プラザ音楽練習室 1にて

行います。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの報告について、何かご意見やご質問はいかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

それでは、産業・環境部門の第 3部会から報告をお願いします。 

 

（行田委員） 

第 3部会は 12月は休会となったため、令和 7年度第 8回東区自治協議会第 3部会は、

令和 8 年 1 月 8 日木曜日午前 10 時から、東区プラザ音楽練習室 2 にて行われました。

出席者は記載のとおりです。 

1.第 10期自治協議会提案事業について 

取り組むテーマを、新潟空港の利活用としています。その検討として、空港の展

望デッキを可能であれば無料開放して、こども向けの遊びを提供するのはどうだろ

うかとか、空港にイベント等で利用できるスペースがあることを知ってもらうため

に、自治協議会としてスペースを借りて、そこにマルシェやキッチンカーを呼ぶこ

とどうかという意見が出ました。「マルシェ」というのは、フランス語で「市場」と

いう意味だそうです。昔のおばあちゃん、お母さんがやってたような「市場」では

なく、若い人がやってるおしゃれな「市場」というイメージだそうです。 

空港の普段見ることができない部分を見学できる、バックヤードツアーを実施す

るのはどうかという意見も出ました。そのほか、イベント開催時は駐車場の混雑対

策としてシャトルバスを運行できないか、特に区役所あたりから出せるとよいので

はないか。また、1 日限りのイベントではもったいないため、新潟空港への継続的

な来港を促せるよう、一定期間でスタンプが変わる、常設のスタンプ台を設置する

ことはできないかなど、いろいろなことで新潟空港を会場にしたイベントが開催で

きないのかなと思っています。 

港湾空港課及び新潟空港ビルディングに、第 3 部会で考えている事業を伝えて意

見交換をしたく、次回は、また新潟空港に直接お邪魔して、そこで意見交換をした

いと思っています。 

次回の開催日は、2月 12日木曜日午前 9時 30分から新潟空港にて行います。 
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（佐藤会長） 

ただいまの報告について、何かご意見やご質問はいかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 

（樋口委員） 

第 3部会のイベントの日程は決まっているのでしょうか。 

 

（行田委員） 

これから検討します。 

 

（佐藤会長） 

そのほか、よろしいでしょうか。 

それでは、広報紙編集部会から報告をお願いします。 

 

（長谷川（徳）委員） 

令和 7 年度第 5 回東区自治協議会広報紙編集部会は、令和 7 年 12 月 8 日金曜日午後

2時から、東区役所会議室 Aにて行われました。出席者は、記載のとおりです。 

1. 第 36号（12月 21日発行分）の校正作業 

皆様にお配りしています、12月 21日付の自治協かわらばん第 36号について、校

正作業等を行いました。印刷事業者から提示された初校を確認し、内容やレイアウ

トについての確認を行いました。前回の部会で、自治協議会委員のインタビュー下

にある記事のタイトルに「○○に聞いてみた！」とい入れたほうがよいのではない

かと意見があり、反映しました。 

 

2. 第 37号（3月 15日発行分）の編集について 

次回発行するかわらばんの編集作業スケジュール等を確認したのち、掲載内容に

ついての議論を行いました。 

出ました主な意見としましては、各部会の紹介記事では、部会長と副部会長のコ

メントを顔写真付きで掲載するのがよいのではないか。ぬたりんの着ぐるみを多く

の人に知ってもらい、貸し出しも可能であることを周知するために、地域の行事や

イベントで活躍した様子を写真とともに掲載するとよいと思うという意見が出まし

た。これらをもとに、3月 15日のかわらばんを編集していきます。 

次回の開催日は、令和 8年 2月 9日月曜日午後 2時から、東区役所会議室 Bにて行い

ます。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの報告について、何かご意見やご質問はいかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 
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（行田委員） 

直接、広報部会とは関係がないかもしれませんが、ぬたりんの着ぐるみを多くの人に

知ってもらうことはよいと思いますが、ぬたりんも 4代目で顔が可愛くなっているので、

着ぐるみも合わせて新しくしてもよいのではないでしょうか。 

 

（山田委員） 

以前、ぬたりんの着ぐるみを借りたことがありますが、可愛くてこどもたちにも人気

がありました。 

 

（長谷川（徳）委員） 

ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

 

（佐藤会長） 

その辺の確認作業は、ゆっくり皆様としたいと思います。そのほか、よろしいでしょ

うか。 

続いて、２．自治協議会関連事項（２）区自治協議会 会長会議報告です。こちらは

私から口頭で報告をします。 

1月 16日に、市役所本館で新潟市区自治協議会会長会議がありました。これは 8区の

8 人の会長が集まった会議でして、私が出席をしてきました。議題としては、来年度 5

月 15 日金曜日に黒崎市民会館で開催される、令和 8 年度全体委員研修会の開催内容に

ついてです。この研修は、自治協議会のさらなる活性化を図るために、年に 1回、全区

の委員が一堂に会し開催されるものです。事務局から防災に関する体験をする研修案と、

各区から聞いてみたいとあがったテーマを扱った講演型の研修案の 2つの案について説

明がありました。各区会長からさまざまな意見が出たために、体験型と講演型を組み合

わせた形式に決定し、研修全体のテーマとしては「防災」に決まりました。講演は、新

潟県が開発中の避難者支援システムについて、仕組みなどについて説明してもらう方向

で調整しているようです。最終的な研修の内容については、事務局で再度検討し、後日

案内が届くと思います。ぜひ皆様からも日程を調整の上、ご参加をお願いしたいと思い

ます。 

その後、各区自治協の課題や取り組みについて、各区の委員研修などに関して意見交

換を行いました。私からは、第 1～3部会の内容について、長い時間かけて説明をしたと

ころです。この会議の議事録に、東区が話した部分が相当載っているのではないかと楽

しみですが、それぞれの区の主な活動内容について、非常に活発な意見交換が行われた

ところです。 

また、夜は、東区の委員からも大勢参加をいただき、懇親会が開催されました。参加

していただいた皆様、ありがとうございました。 

報告は以上ですが、何かご意見やご質問はありますでしょうか。 

それでは、最後になりますが、事務局より連絡をお願いいたします。そ 
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３．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

事務局からご案内です。 

一点目、今年度で 3 年目の節目を迎えた東区オープンファクトリーについてです。1

月 31 日土曜日に、東区プラザホールにてシンポジウムを開催します。現在参加申込を

受付中ですが、当日参加でも大丈夫で。プレゼントもありますので、ご都合がよろしけ

ればぜひご参加いただきたいと思います。 

二点目、中地区公民館より、2月 28日、3月 1日の土日に開催する文化祭のチラシが

届いています。こちらは中地区公民館の青柳館長から補足をお願いいたします。 

 

（青柳中地区公民館長） 

中地区公民館の文化祭について、ご案内します。中地区公民館は、空調設備の改修工

事などのために、昨年 9月から休館していましたが、2月 1日からは 4階、5階、3月 1

日からは全館再開します。例年、文化祭を 10月ごろに開催していましたが、今年度は工

事の関係で時期をずらし、2 月 28 日と 3 月 1 日に開催することとなりました。多くの

地域の方からこの文化祭を機会に再び公民館を訪れていただき、利用していただきたい

と考え、さまざまなイベントも企画しました。中地区公民館で活動するサークルの作品

展示や、東区歴史サークルによる展示では、サークルの方々による説明や DVD 上映会

を行います。その他のイベントは、事前申し込みのものもありますが、当日受付のもの

もあります。東区民の皆様には、2 月 1 日の東区だよりでお知らせするほか、公民館近

隣の町内・自治会にはすでに回覧をお願いしています。委員の皆様にも、ぜひ中地区公

民館文化祭へお越しいただきたいと思っています。 

また、3 月は、中地区公民館と石山地区公民館で活動しているサークルへの体験会も

予定しています。こちらもご参加いただきたいと思っています。お待ちしておりますの

で、よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

続きまして、三点目です。国際課から転入外国人向け生活オリエンテーションリーフ

レットが届いています。5 月の全体会議で、国際課から「新潟市多文化共生基本方針」

の説明がありましたが、その方針を具体化し推進するためのアクションプランに基づき

作成したため、情報提供として委員の皆様への配付の依頼がありました。配付の対象は、

転入の外国人の方となります。今後、ホームページに掲載するとともに、企業や学校向

けに周知と活用についてのご案内をするとのことですので、ご覧いただきたいと思いま

す。 

 

（佐藤会長） 

それでは最後に「４．事務連絡」です。事務局からお願いします。 
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４．事務連

絡 

 

（事務局） 

次回の全体会議は、令和 8 年 2 月 26 日木曜日午後２時から、こちら東区プラザホー

ルで行います。 

次に、各部会です。第 1部会は 2月 6日金曜日午後 2時から、東区プラザ音楽練習室

2で行います。第 2部会は 2月 12日木曜日午後 2時 30分から、東区プラザ音楽練習室

1 で行います。第 3 部会については、2月 12 日木曜日午前 9時 30 分から、新潟空港で

行います。広報紙編集部会は、2月 9日月曜日午後 2時から、東区役所会議室 Bで行い

ます。 

 

（佐藤会長） 

今もまだインフルエンザが相当猛威をふるっているようですので、健康には十分気を

つけていただきたいと思います。 

それでは、以上をもちまして令和 7年度第 8回東区自治協議会を閉会します。 

傍聴者 0名 

報道機関 0社 


